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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  
当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日  

  至 平成21年９月30日)

１ 連結の範囲に関する事項の変更 

連結子会社の数 256社 

(増加 91社) 

・新規設立による増加：エムシーシー・ピーティーエー・アジアパシフィック社 他３社 

・株式取得による増加：クオドラント社及び同社の子会社56社 他10社 

・株式追加取得による増加：日本合成化学工業㈱及び同社の子会社14社 

・重要性が増したことによる増加：三菱化学ハイテクニカ㈱ 他４社 

(減少 12社) 

・合併消滅による減少：化成オプトニクス㈱ 他９社 

・清算結了による減少：ヒシ・ユーロプラスト・ホールディングス社 他１社 

２ 持分法適用の範囲に関する事項の変更 

(1) 持分法適用の非連結子会社数 16社 

  (増加 ２社) 

 ・株式取得による増加：クオドラント社の子会社１社  

  ・株式追加取得による増加：広東田辺医薬社 

  (減少 10社) 

  ・重要性が増したことによる連結子会社への変更：三菱化学ハイテクニカ㈱ 

  ・合併消滅による減少：菱陽ケミカル㈱ 他７社 

  ・清算結了による減少：菱化イーテック㈱ 

(2) 持分法適用の関連会社数 41社 

  (増加 ６社) 

 ・新規設立による増加：中石化三菱化学聚碳酸酯 (北京)社 

  ・株式取得による増加：クオドラント社の関連会社１社  

  ・株式追加取得による増加：大陽日酸㈱ 他３社 

  (減少 ４社) 

  ・株式追加取得による子会社への変更：日本合成化学工業㈱ 他１社 

  ・株式売却による減少：ＰＳジャパン㈱ 他１社 

３ 会計処理基準に関する事項の変更 

(1) 「工事契約に関する会計基準」の適用 

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適

用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。これによる損益への影響は軽微でありま

す。 

(2) 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会

社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）が平成22年３月31日以

前に開始する連結会計年度から適用できるようになったことに伴い、第１四半期連結会計期間よりこれら

の会計基準等を適用しております。これによる損益への影響はありません。 

(3) 企業結合に関する会計基準等の適用 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会

計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」

（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号

平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及

び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成

20年12月26日）が平成21年４月１日以後開始する連結会計年度において最初に実施される企業結合及び事

業分離等から適用することができるようになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計

基準等を適用しております。 
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【表示方法の変更】 

  

 
  

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日)

１ 少数株主損益調整前四半期純利益の表示 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）が平成21年４月１日以後開始する連結会計年

度の期首から適用できることになったことに伴い、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四

半期純利益」の科目で表示しております。 

なお、前第２四半期連結累計期間の「少数株主損益調整前四半期純利益」は32,884百万円であります。 

２ 営業外収益のうち受取保険金 

前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、区分掲記していた営業外収益の「受取保険金」

は、その金額が営業外収益総額の100分の20以下であるため、当第２四半期連結累計期間では営業外収益の

「その他」に含めて表示することといたしました。 

なお、当第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取保険金」は1,231百万円であり

ます。 

３ 特別利益のうち固定資産売却益 

前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、区分掲記していた特別利益の「固定資産売却

益」は、その金額が特別利益総額の100分の20以下であるため、当第２四半期連結累計期間では特別利益の

「その他」に含めて表示することといたしました。 

なお、当第２四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「固定資産売却益」は608百万円であり

ます。 

４ 特別利益のうち投資有価証券売却益 

前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、区分掲記していた特別利益の「投資有価証券売

却益」は、その金額が特別利益総額の100分の20以下であるため、当第２四半期連結累計期間では特別利益の

「その他」に含めて表示することといたしました。 

なお、当第２四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「投資有価証券売却益」は2,053百万円

であります。 

５ 特別損失のうち関係会社整理損 

前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、特別損失の「その他」に含めていた「関係会社

整理損」は、その金額が特別損失総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記す

ることといたしました。 

なお、前第２四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「関係会社整理損」は７百万円でありま

す。 

６ 特別損失のうち特別退職金 

前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、区分掲記していた特別損失の「特別退職金」

は、その金額が特別損失総額の100分の20以下であるため、当第２四半期連結累計期間では特別損失の「その

他」に含めて表示することといたしました。 

なお、当第２四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「特別退職金」は170百万円でありま

す。 
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当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日)

１ 少数株主損益調整前四半期純利益の表示 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の

一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）が平成21年４月１日以後開始する連結会計年

度の期首から適用できることになったことに伴い、当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四

半期純利益」の科目で表示しております。 

なお、前第２四半期連結会計期間の「少数株主損益調整前四半期純利益」は11,834百万円であります。 

２ 営業外収益のうち受取保険金 

前第２四半期連結会計期間の四半期連結損益計算書において、区分掲記していた営業外収益の「受取保険金」

は、その金額が営業外収益総額の100分の20以下であるため、当第２四半期連結会計期間では営業外収益の

「その他」に含めて表示することといたしました。 

なお、当第２四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取保険金」は691百万円でありま

す。 

３ 特別利益のうち固定資産売却益 

前第２四半期連結会計期間の四半期連結損益計算書において、区分掲記していた特別利益の「固定資産売却

益」は、その金額が特別利益総額の100分の20以下であるため、当第２四半期連結会計期間では特別利益の

「その他」に含めて表示することといたしました。 

なお、当第２四半期連結会計期間の特別利益の「その他」に含まれる「固定資産売却益」は591百万円であり

ます。 

４ 特別損失のうち関係会社整理損 

前第２四半期連結会計期間の四半期連結損益計算書において、特別損失の「その他」に含めていた「関係会社

整理損」は、その金額が特別損失総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記す

ることといたしました。 

なお、前第２四半期連結会計期間の特別損失の「その他」に含まれる「関係会社整理損」は７百万円でありま

す。 

５ 特別損失のうち特別退職金 

前第２四半期連結会計期間の四半期連結損益計算書において、区分掲記していた特別損失の「特別退職金」

は、その金額が特別損失総額の100分の20以下であるため、当第２四半期連結会計期間では特別損失の「その

他」に含めて表示することといたしました。 

なお、当第２四半期連結会計期間の特別損失の「その他」に含まれる「特別退職金」は162百万円でありま

す。 
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【簡便な会計処理】 

  

 
  

【追加情報】 

  

 
  

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日  

  至 平成21年９月30日)

１ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予想やタッ

クス・プランニング又は、経営環境等或いは一時差異等の発生状況に著しい変化がある場合は、その影響を

加味したものを利用しております。 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日  

  至 平成21年９月30日)

１ マレーシアにおける廃棄物処理施設の設置について 

当社の連結子会社である三菱化学㈱が平成６年に撤退したマレーシアにおける希土事業について、その廃棄

物処理施設の設置工事契約締結に向け詳細検討を行っておりましたが、今般、平成21年８月に契約締結を決

定しました。現地子会社における当該工事の施工に伴う費用の負担に備え、当第２四半期連結会計期間にお

いて関係会社整理損として12,500百万円を固定負債のその他の引当金に計上しております。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額 2,090,487百万円 

減価償却累計額には、減損損失累計額18,445百万

円が含まれております。 

※１ 有形固定資産減価償却累計額  1,916,603百万円 

減価償却累計額には、減損損失累計額16,916百万

円が含まれております。 

 ２ 保証債務等残高 

次の連結会社以外の会社の銀行借入金等について

保証及び保証類似行為を行っております。 
 

合計欄( )内金額は当社グループ負担割合額であ

ります。 

会社名
保証 

(百万円)

保証予約 

(百万円)

その他保証

類似行為 

(百万円)

ＭＣＣ高新聚合産品（寧波）社 2,116 ― ― 

鹿島アロマティックス㈱ 4,068 ─ ─ 

長生堂製薬㈱ 4,199 ― ― 

日本アサハンアルミニウム㈱ 3,319 ― ― 

日本ユニペット㈱ 1,815 ─ ─ 

従業員(住宅用) 1,528 ― ― 

その他 1,812 1,112 188 

合計 
(17,905)

18,857 

(701)

1,112 

(94)

188 

 ２ 保証債務等残高 

次の連結会社以外の会社の銀行借入金等について

保証及び保証類似行為を行っております。 
 

合計欄( )内金額は当社グループ負担割合額であ

ります。 

会社名
保証 

(百万円)

保証予約 

(百万円)

その他保証

類似行為 

(百万円)

ＭＣＣ高新聚合産品（寧波）社 2,302 ― ― 

鹿島アロマティックス㈱ 4,617 ─ ─ 

日本アサハンアルミニウム㈱ 4,016 ― ― 

日本ユニペット㈱ 1,040 ─ ─ 

マイテックス・ポリマーズ・タイ社 1,093 ─ ─ 

従業員(住宅用) 1,774 ― ― 

その他 1,281 716 497 

合計 
(15,044)

16,123 

(716)

716 

(417)

497 

 ３ 商標権侵害訴訟 

当社の連結子会社であるバーベイタム社(米)は、

ブラジルにおいて商標権侵害訴訟の提起を受けて

おり、これに関連して平成19年５月、同国アマゾ

ナス州マナウスの裁判所が、原告の申し立て金額

である377百万レアル(日本円換算19,030百万円)

を損害額とする下級審判決を公示いたしました。

バーベイタム社(米)は、商標権侵害はなかったも

のと判断しており、また、上記判決には、原告申

し立て金額を容認した理由も明示されていないこ

と等から、直ちにブラジリアの最高裁判所に控訴

いたしました。平成20年２月、同最高裁判所は、

商標権侵害訴訟に関する同社主張を認め、マナウ

スの裁判所に差し戻して再審理を求める判決を下

しました。 

※４ 受取手形割引高 55百万円

   受取手形裏書譲渡高 36 

 ３ 商標権侵害訴訟 

当社の連結子会社であるバーベイタム社(米)は、

ブラジルにおいて商標権侵害訴訟の提起を受けて

おり、これに関連して平成19年５月、同国アマゾ

ナス州マナウスの裁判所が、原告の申し立て金額

である377百万レアル(日本円換算15,913百万円)

を損害額とする下級審判決を公示いたしました。

バーベイタム社(米)は、商標権侵害はなかったも

のと判断しており、また、上記判決には、原告申

し立て金額を容認した理由も明示されていないこ

と等から、直ちにブラジリアの最高裁判所に控訴

いたしました。平成20年２月、同最高裁判所は、

商標権侵害訴訟に関する同社主張を認め、マナウ

スの裁判所に差し戻して再審理を求める判決を下

しました。 

※４ 受取手形割引高 565百万円

   受取手形裏書譲渡高 81 
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(四半期連結損益計算書関係) 

  

 
  

 
  

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(自  平成20年４月１日 
前第２四半期連結累計期間

 至  平成20年９月30日)
(自  平成21年４月１日 

当第２四半期連結累計期間

至 平成21年９月30日)

※１ 一般管理費の主要な費目及び金額は、次の通りで

あります。 

※１ 一般管理費の主要な費目及び金額は、次の通りで

あります。 

 
(注) 労務費には賞与引当金繰入額12,339百万円

が含まれております。 

労務費 52,927百万円

研究開発費 64,798百万円
 

(注) 労務費には賞与引当金繰入額9,824百万円

が含まれております。 

労務費 50,874百万円

研究開発費 69,790百万円

 ※２  株式の追加取得により大陽日酸㈱を持分法適用

関連会社としたこと等に伴うものであります。 

※３  株式の追加取得により日本合成化学工業㈱を連結

子会社としたことに伴うものであります。 

(自  平成20年７月１日 
至  平成20年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日 
至  平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

※１ 一般管理費の主要な費目及び金額は、次の通りで

あります。 

 
(注) 労務費には賞与引当金繰入額7,206百万円

が含まれております。 

労務費 25,921百万円

研究開発費 35,193百万円

 

※１ 一般管理費の主要な費目及び金額は、次の通りで

あります。 

 
(注) 労務費には賞与引当金繰入額4,724百万円

が含まれております。 

※２  株式の追加取得により大陽日酸㈱を持分法適用

関連会社としたこと等に伴うものであります。 

※３  株式の追加取得により日本合成化学工業㈱を連結

子会社としたことに伴うものであります。 

労務費 24,888百万円

研究開発費 41,663百万円

(自  平成20年４月１日 
前第２四半期連結累計期間

 至  平成20年９月30日)
(自  平成21年４月１日 

当第２四半期連結累計期間

至 平成21年９月30日)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連 

 結貸借対照表に掲記されている科目の金額との 

 関係 

(平成20年９月30日) 

現金及び預金勘定 58,046百万円

預入期間が３カ月を超える 
定期預金 

△1,403 

取得日から３カ月以内に
償還期限の到来する短期投資 
(流動資産その他) 

15,017 

現金及び現金同等物 71,660百万円

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連 

 結貸借対照表に掲記されている科目の金額との 

 関係 

(平成21年９月30日) 

現金及び預金勘定 83,775百万円

預入期間が３カ月を超える 
定期預金 

△1,624 

取得日から３カ月以内に
償還期限の到来する短期投資 
(有価証券) 

42,000 

  

現金及び現金同等物 124,151百万円
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(株主資本等関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日

至 平成21年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計期間末後となるもの 

 
  

株式の種類
当第２四半期

連結会計期間末

普通株式(千株) 1,506,288

株式の種類
当第２四半期

連結会計期間末

普通株式(千株) 130,797

会社名 内訳
当第２四半期連結
会計期間末残高 

(百万円)

提出会社
ストックオプション 
としての新株予約権

656

連結子会社 ― ―

合計 656

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
１株当り

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月24日 
定時株主総会 

普通株式 5,506 4 平成21年３月31日 平成21年６月25日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
１株当り

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年11月４日 
取締役会 

普通株式 5,506 4 平成21年９月30日 平成21年12月２日 利益剰余金
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平成20年11月13日

株式会社 三菱ケミカルホールディングス 

取 締 役 会  御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社三菱ケミカルホールディングスの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２

四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年

４月１日から平成20年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半

期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対

して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に

公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により

行われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社三菱ケミカルホールディングス及

び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２

四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  鈴  木  洋  二  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  梅  村  一  彦  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  白  羽  龍  三  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  関  口  依  里  印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書

提出会社が別途保管している。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。 



  

平成21年11月12日

株式会社 三菱ケミカルホールディングス 

取 締 役 会  御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社三菱ケミカルホールディングスの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２

四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間（平成21年

４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半

期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対

して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に

公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により

行われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社三菱ケミカルホールディングス及

び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２

四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

追記情報 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３（３）に記載されているとおり、

会社は当第１四半期連結会計期間より企業結合に関する会計基準等を適用している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

独立監査人の四半期レビュー報告書

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  鈴  木  洋  二  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  梅  村  一  彦  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  白  羽  龍  三  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  関  口  依  里  印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書

提出会社が別途保管している。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。 



 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年11月12日 

【会社名】 株式会社三菱ケミカルホールディングス 

【英訳名】 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 

【代表者の役職氏名】 代表取締役   小 林 喜 光 
取締役社長   

【最高財務責任者の役職氏名】 代表取締役   吉 村 章太郎 
常務執行役員 

【本店の所在の場所】 東京都港区芝四丁目14番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 株式会社大阪証券取引所 
（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 



当社の代表取締役小林喜光及び最高財務責任者吉村章太郎は、当社の第５期第２四半期(自 平成21年

７月１日 至 平成21年９月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載さ

れていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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